
大ト協 第７０号 

平成２２年５月 

会  員   殿 

社団法人 大阪府トラック協会 

                                              会 長  大 和 健 司 

 

先進安全自動車（ＡＳＶ）導入にかかる助成について 

（ ご 案 内 ） 

 

時下、ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

平素は、当協会運営に格別のご理解とご協力を賜わり誠にありがとうございます。

厚くお礼申しあげます。 

  さて、社団法人全日本トラック協会では、ドライバーの安全確保ならびに交通

事故の防止対策として、先進安全自動車（ＡＳＶ）を導入する会員事業者に対して、

その費用の一部を助成することとなりました。 

つきましては、会員事業者のみなさまにおかれましては、募集要領をご覧の上、

効果的にご活用いただきますようご案内申しあげます。 

  なお、助成『予算』枠の限度があり、お申し込みが同限度枠に達した時点で取

り扱いを打ち切らせていただきます。予めご承知おきくださいますよう併せてお願

い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



先進安全自動車導入促進助成事業募集要領 

 

１．目 的  

  事業用トラックの交通事故ゼロを目指すため、危険予測に効果があると思われ

る安全装置等を装着した車両総重量 8 トン以上の貨物自動車（先進安全自動車）

について、社団法人全日本トラック協会（以下、「全ト協」という）の予算にお

いて、その普及促進をはかる。   

 

２．助成対象機器  

  助成の対象とする安全装置等は、次に掲げる装置とする。 

① ふらつき注意喚起装置、車線逸脱警報装置。（国の補助対象と同一のものと

する。）  

② 車両横滑り時制動力・駆動力制御装置（国の補助対象と同一のものとする。） 

  ※ 別紙１参照 

 

３．助成期間  

  平成２２年４月１日(木）～ 平成２３年２月１５日(火） 

  ※ 助成枠（後方視野確認支援装置導入助成金と合算で５３０万円）に達した 

    時点で募集を締め切ります。 

 

４．助成金額ならびに限度  

  助成額は対象装置１台あたり１万円とし、１事業者あたりの助成額は１５万円

を上限とする。  

 

５．助成条件（すべてに該当する必要があります） 

  ○ 平成２２年４月１日(木）～ 平成２３年２月１５日(火）の間に装置の取

り付けを完了していること。 

  ○ 平成２２年４月１日(木）～ 平成２３年２月１５日(火）の間に購入代金

の支払い（または、リース契約）が完了していること。 

  ○ 新規に装置を導入するものであること。 

  ○ 大阪府トラック協会の会員事業者が、大阪府下における自社保有の営業用



車両（自家用ならびに軽自動車不可）に装置を取り付ける場合であって、

その車両が会費対象車両であること。 

６．申請方法 

  下記書類（様式１・２）を記入・押印のうえ必要書類を添え申請してください。 

○ 先進安全自動車導入促進助成金交付申請書（様式１） 

  ○ 先進安全自動車導入促進助成金申請内訳書（様式２） 

  ○ 購入の場合・・・領収書の写し   

    リースの場合・・リース契約書の写し 

  ○ 装着車両の自動車検査証の写し 

  ○ 装着明細書 

  ○ その他 

 

７．申請先  

        〒536-0014  大阪市城東区鴫野西２－１１－２ 

     (社)大阪府トラック協会 交通・環境部 

 

お問い合わせ電話番号 （０６）６９６５－４０３３ 

 

８．注意事項 

  ○ 割賦による購入、賃貸借等は助成対象外です。 

  ○ 装置を取り付ける車両は「大阪・和泉・なにわ・堺」ナンバーの車両に限

ります。 

  ○ 平成２２年３月３１日以前に装置を取り付けた場合または代金の支払い

（リース契約）をした場合は助成いたしません。 

  ○ 平成２３年２月１６日以降に装置を取り付けた場合または代金の支払い

（リース契約）した場合は助成いたしません。 

 

９．その他 

   国土交通省においても助成制度がございます。 

詳しくは下記までお問合わせ下さい。 

「 近畿運輸局大阪運輸支局整備部門 」 

ＴＥＬ ０７２－８２２－４３７４ 



（様式１） 

平成  年  月  日 

社団法人大阪府トラック協会 

会  長   殿 

                  支 部 名                      支部 

住  所              

                  事業者名            ㊞ 

                  代表者名              

                  電話番号              

                  担当者名              

先進安全自動車導入促進助成金交付申請書 

先進安全自動車導入促進助成事業募集要綱に基づき、下記のとおり申請いたし

ます。 

記 

                        円 

（１台１万円×   台分） 

 

１． 助成金振込先口座 

    金融機関名           支店名              

    口座種別 （ 普通・当座 ）  口座番号             

    口座名義              

 

２． 添付書類 

    ○ 先進安全自動車導入促進助成金申請内訳書（様式２） 

    ○ 領収書（写）〔購入の場合〕 

      リース契約書（写）〔リースの場合〕 

    ○ 装着車両の自動車検査証（写） 

    ○ 装着明細書 

    ○ その他（               ） 



(様式２）

　　速度抑制装置（スピードリミッター）装着助成金申請内訳書

№ 装 着 自 動 車 登 録 番 号 装置メーカー名 装着日

1  大阪･和泉･なにわ･堺 年　　月　

2  大阪･和泉･なにわ･堺 年　　月　

3  大阪･和泉･なにわ･堺 年　　月　

4  大阪･和泉･なにわ･堺 年　　月　

5  大阪･和泉･なにわ･堺 年　　月　

6  大阪･和泉･なにわ･堺 年　　月　

7  大阪･和泉･なにわ･堺 年　　月　

8  大阪･和泉･なにわ･堺 年　　月　

9  大阪･和泉･なにわ･堺 年　　月　

10  大阪･和泉･なにわ･堺 年　　月　

先進安全自動車導入促進助成金申請内訳書

装　置　名　称　・　型　式

事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　
（別紙　１）

装置メーカー名 装置名称・型式

いすゞ自動車（株） 運転集中度モニター

日野自動車（株） 車線逸脱警報装置

三菱ふそうトラック・バス（株） ＭＤＡＳ－Ⅲ（運転注意力モニター）

車両横滑り時制動力・駆動力制御装置

装置メーカー名 装置名称・型式

いすゞ自動車（株） ＩＥＳＣ

日野自動車（株） ＶＳＣ

三菱ふそうトラック・バス（株） ＥＳＰ

ＵＤトラックス（株） ＮＤＳＣ、ＵＤＳＣ

（注）三菱ふそうトラック・バス（株）のMDAS-Ⅲは、ふらつき注意喚起装置、車線逸脱警報
装置の両方の定義を満たしていますが、助成にあたっては一つの装置とみなします。

平成２２年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

ふらつき注意喚起装置、車線逸脱警報装置                      平成２２年５月１９日現在

（注）日野自動車㈱の車両横滑り時制動力・駆動力制御装置ＲＳＡは国の技術要件を満たさ
ないため、助成対象から除外となりました。



（装着証明者）

所在地

事業者名 印

代表者名

電話番号

【導入事業所】

【装着車両一覧】

装　着

年月日

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

№

社団法人大阪府トラック協会

会　　　長　　殿

所 在 地

事業所名

装　　着　　車　　両
メーカー名 機器名

装　着　安　全　装　置

平成２２年　　　月　　　　日

安　全　装　置　装　着　明　細　書

　　下記事業所保有の車両に対し、下表のとおり当社が安全装置等を装着したことを

　証明いたします。


